
船舶事故等調査報告書 

平成２２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第３０８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年１１月２１日（土） ０６時５５分ごろ 

発生場所 広島県尾道市横島
よこしま

北西岸沖 横田
よこた

港一文字防波堤西灯台から真方位２７

８°１.５海里付近 

（概位 北緯３４°２１.２′ 東経１３３°１５.６′） 

事故等調査の経過  平成２１年１２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 Ａ 釣船 つがる、５トン未満（長さ６.０１ｍ） 

 船舶番号、船舶所有者等    ２７３－３０６２広島、個人所有 

 Ｂ 漁船 秀光
しゅうこう

丸、０.６トン 

   ＨＳ３－３５５５６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷側中央部に破損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか２人が同乗して西進中、Ｂ船は、船長が１人で乗り組

んで南進中、平成２１年１１月２１日０６時５５分ごろ、横島北西岸沖に

おいて、両船が衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風力 ２、風向 西 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  Ａ船は、横島北西岸沖を西進中、船長Ａが、Ａ

船の右方にＢ船を認めたが、Ｂ船はＡ船の前方を

通過すると思い込み、右方の見張りを行っていな

かった可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、南進中、船長Ｂが、Ｂ船の左方には他

の船はいないと思い込み、ＧＰＳプロッターを見

て、左方の見張りを行っていなかった可能性があ

ると考えられる。 

原因  本事故は、横島北西岸沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が南進中、両船

が見張りを行わずに航行したため、両船が衝突したことにより発生した可

能性があると考えられる。 

 

 




